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行使価額修正条項付き第 8 回新株予約権の停止指定の決定に関するお知らせ 
 

当社は、2022 年 7 月 19 日に発行いたしました行使価額将来設定型第 8 回新株予約権（以下「本新株予約権」

といいます。）につきまして、割当先である BofA 証券株式会社との間で締結した第三者割当て契約に基づき、

同社に対して下記のとおり本新株予約権の停止指定の通知を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

本決定の背景といたしまして、本新株予約権が行使可能となる時期については、同日付で発行いたしましたコ

ミットメント条項付き第 7回新株予約権の行使がすべて終了し、かつ、その時点での市場環境、株価水準及び資

金需要等を勘案して判断することを想定しているためとなります。 

 

記 

 

(1) 銘 柄 名 株式会社デジタルハーツホールディングス第 8回新株予約権 

(2) 停 止 指 定 通 知 日 2022年 7月 19日 

(3) 行 使 停 止 期 間 2022年 7月 20日～2024年 7月 19日（注） 

(4) 
停 止 指 定 の 対 象 と な る 

新株予約権の数 (株式数 ) 
1,194個(1,194,000 株) 

（注）本新株予約権の行使期間の全てにわたり停止指定をしておりますが、上述のとおり、コミットメント条項

付き第 7回新株予約権の行使がすべて終了した後、その時点での市場環境、株価水準及び資金需要等を勘

案して停止指定を取り消すことを想定しております。 

 

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2022 年 6 月 30 日付で公表いたしました「自己株式

を活用した行使価額修正条項付き第 7回新株予約権及び第 8回新株予約権の発行並びにコミットメント条項付き

第三者割当て契約に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

以 上 


